
学校内で児童生徒及び教職員の感染が確認された場合の対応
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緊急事態宣言対象地域等となった場合、学校は、学校医等関係機関と相談の上、次の対応を原則とします。

※【濃厚接触者候補の基準】
（１）感染者と給食時間に会話（マスクなしで）をするなどして過ごした者
（２）感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば等）直接触れた可能性の高い者（１ｍ以内の距離で互いにマスクなしで時間の長さを問わずに会
　　話があった場合）
（３）マスクを着用していても、いわゆる鼻出しマスクや顎マスク等で、感染者と15分以上の接触があった者（例えば、感染者と会話してい　　
　　た者）
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④　学年閉鎖・学校全体の臨時休業
         ２学級（学年）以上を閉鎖するなど、学年（学校）内で感染が広がっている可能性
　　が高い場合。期間は、原則５日を目安とする。（期間は、感染の拡大状況等を踏ま
　　えて判断する。）

学級閉鎖の判断基準となる感染者等の状況
（Ａ）＋（Ｂ） 　 期　　間

感染者（Ａ）
周囲の状況（Ｂ）

濃厚接触者 風邪症状

２名以上
原則

５日を目安１名
２名以上

２名以上

その他設置者で必要と判断した場合

検査の結果、陽性者がいない⇒学級等の再開
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